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定款一部変更に関するお知らせ 

 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 18 年 6 月 30 日開催予定の

臨時株主総会に付議することを決議致しましたので、下記の通りお知らせ致します。なお、当該臨

時株主総会における他の付議事項等につきましては、本日別途公表致しました「臨時株主総会開催

日及び付議事項の決定について」をご参照下さい。 

 

記 

 

1. 定款変更の目的 

 

本日別途公表の「第三者割当による新株式 (普通株式・無議決権優先株式) 発行及び転

換社債型新株予約権付社債発行に関するお知らせ」に記載致しました、無議決権優先株式

発行のための規定の新設その他所要の定款変更、並びに会社法の施行を踏まえた定款の追

加的変更を行うものです。 

 

2. 定款変更の内容 

 

 別紙の新旧対照表をご参照下さい。 

 

3. 日程 

 平成 18 年 6 月 5 日 取締役会決議 

平成 18 年 6 月 30 日 臨時株主総会 

 

以上 

 



 （下線部分は変更箇所）

現 行 定 款 変 更 案 

第１条～第５条（省 略） 第１条～第５条（現行のとおり） 

第６条（発行可能株式総数） 第６条（発行可能株式総数） 

当 会 社 の 発 行 可 能 株 式 総 数 は

41,600,000株とする。 

当 会 社 の 発 行 可 能 株 式 総 数 は

73,000,000 株 と し 、 こ の う ち

72,999,950株は普通株式、50株は優

先株式とする。 

第７条（単元株式数） 第７条（単元株式数） 

当会社の単元株式数は、1,000株とす

る。 

当会社の単元株式数は、普通株式に

ついては1,000株、優先株式について

は１株とする。 

第８条（株券の発行） 第８条（株券の発行） 

当会社は株式に係る株券を発行す

る。 

当会社は普通株式及び優先株式に係

る株券を発行する。 

２．前項の規定にかかわらず、当会社は

単元未満株式に係る株券を発行しな

いことができる。 

２．前項の規定にかかわらず、当会社は

単元未満株式に係る株券を発行しな

いことができる。 

第9条～第12条（省 略） 第9条～第12条（現行のとおり） 

（新   設） 第２章の２ 無議決権優先株式

 第12条の２（優先配当金）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新   設） 

当社が剰余金の配当を行う場合、当

社は、優先株式を有する株主（以下

「優先株主」という。）または優先

株式の登録株式質権者（以下「優先

登録株式質権者」という。）に対し

て、普通株式を有する株主（以下「普

通株主」という。）または普通株式

の登録株式質権者（以下「普通登録

株式質権者」という。）に先立ち、

優先株式１株につき、以下の算式に

従い計算される金額（円位未満小数

第２位まで算出し、その小数第２位

を四捨五入する。）（以下「優先配

当金」という。）を限度として優先

株式の発行に関する取締役会決議で

定める額を支払う。ただし、当該事

業年度において優先中間配当金が支

払われた場合、優先配当金の支払い

は、優先中間配当金を控除した額に

よる。 

優先配当金＝ 

100,000,000円×1.50％

 ２．ある事業年度において、優先株主ま

たは優先登録株式質権者に対する剰

余金の配当が、１株につき優先配当

金の金額に満たない場合、普通株主

または普通登録株式質権者に対する

剰余金の配当は、これを支払わない。

 第12条の３（中間配当）

 

 

 

 

 

 

 

（新   設） 

当社が、会社法第454条第５項に基づ

く剰余金の配当（以下「中間配当」

という。）を行う場合、当社は、優

先株主または優先登録株式質権者に

対して、普通株主または普通登録株

式質権者に先立ち、優先株式１株に

つき優先配当金の２分の１に相当す

る額（以下「優先中間配当金」とい

う。）を支払う。

別紙 



現 行 定 款 変 更 案 

 ２．優先株主または優先登録株式質権者

に対する中間配当が、１株につき優

先中間配当金の金額に満たない場

合、普通株主または普通登録株式質

権者に対する中間配当は、これを支

払わない。

 第12条の４（累積条項）

 

 

 

 

 

（新   設） 

ある事業年度において、優先株主ま

たは優先登録株式質権者に対して支

払う配当金の額が優先配当金の額に

達しない場合、その不足額を翌営業

年度以降に累積し、累積した不足額

（以下「累積未払優先配当金」とい

う。）については、優先配当金及び

普通株主もしくは普通登録株式質権

者に対する配当金に先立って、これ

を優先株主または優先登録株式質権

者に支払う。

 第12条の５（非参加条項）

 

（新   設） 

優先株主または優先登録株式質権者

に対しては、優先配当金を超えて配

当を行わない。

 第12条の６（残余財産の分配）

 当社の残余財産を分配するときは、

普通株主または普通登録株式質権者

に先立ち、優先株主または優先登録

株式質権者に対して、累積未払優先

配当金相当額を支払う。

（新   設） ２．優先株主または優先登録株式質権者

に対しては、優先株式１株につき

100,000,000円を限度として優先株

式の発行に関する取締役会決議で定

める額及び累積未払優先配当金相当

額の合計額を超えて残余財産の分配

は行わない。

 第12条の７（議決権）

（新   設） 優先株主は、株主総会において議決

権を有しない。

 第12条の８（取得請求権－転換請求権）

 優先株主は、本項に定める条件に従

い、当社に対して、優先株式を取得

することを請求（以下「転換請求」

という。）することができる。

 ２．転換請求と引換えに交付する財産の

内容は、当社普通株式とする。

 

 

 

 

 

 

（新   設） 

３．優先株式の転換請求と引換えに優先

株主に対して交付する株式の数は、

転換請求のために提出した優先株式

の払込金額の総額を転換価額で除し

て得られる最大整数とし、交付する

株式数の算出にあたり、１株未満の

端数が生じた場合、これを切り捨て

る。

 ４．転換価額は、転換請求の効力発生日

に先立つ45取引日目に始まる30取引

日のジャスダック証券取引所におけ

る当社の普通株式の毎日の普通取引

の終値（気配表示を含む。）の平均

値（終値のない日を除く。）とする。

ただし、平均値の計算は、円位未満

小数第２位まで算出し、その小数第

２位を四捨五入する。



現 行 定 款 変 更 案 

 ５．優先株主が転換請求することができ

る期間は、平成21年10月１日以降の

期間で、優先株式の発行に関する取

締役会決議で定める期間とする。

 第12条の９（取得条項－強制転換）

 当社は、本項に定める条件に従い、

平成25年９月30日以降の日で、当社

取締役会決議をもって別途定める日

（以下「強制転換日」という。）に

おいて、優先株式を取得（以下「強

制転換」という。）することができ

る。

 ２．強制転換と引換えに交付する財産の

内容は、当社普通株式とする。

 

 

 

 

（新   設） 

３．優先株式の強制転換と引換えに優先

株主に対して交付する株式の数は、

優先株主が保有する優先株式の払込

金額の総額を強制転換価額で除して

得られる最大整数とし、交付する株

式数の算出にあたり、１株未満の端

数が生じた場合、これを切り捨てる。

 ４．強制転換価額は、強制転換日に先立

つ45取引日目に始まる30取引日のジ

ャスダック証券取引所における当社

の普通株式の毎日の普通取引の終値

（気配表示を含む。）の平均値（終

値のない日を除く。）とする。ただ

し、平均値の計算は、円位未満小数

第２位まで算出し、その小数第２位

を四捨五入する。

 ５．優先株式の一部を取得する場合は、

抽選その他の方法により行う。

 第12条の10（取得条項－強制償還）

 当社は、本項に定める条件に従い、

平成25年９月30日以降の日で、当社

取締役会決議をもって別途定める日

（以下「強制取得日」という。）に

おいて、優先株式を取得（以下「強

制取得」という。）することができ

る。

 ２．強制取得と引換えに交付する財産（金

銭に限る。）の金額（以下「償還価

額」という。）は、優先株式１株に

つき100,000,000円を限度として優

先株式の発行に関する取締役会決議

で定める額に強制取得日現在におけ

る累積未払優先配当金相当額及び日

割未払優先配当金相当額を加えた額

とする。

 

 

（新   設） 

３．日割未払優先配当金相当額は、強制

取得日の属する事業年度に係る優先

配当金について、１年を365日とし、

強制取得日の属する事業年度の初日

から強制取得日（いずれも同日を含

む。）までの実日数で日割計算した

額（円位未満小数第２位まで算出し、

その小数第２位を四捨五入する。）

とする。

 ４．優先株式の一部を取得する場合は、

抽選その他の方法により行う。



現 行 定 款 変 更 案 

 ５．強制取得は、強制取得日における分

配可能額から、強制取得日が属する

事業年度の直前事業年度に関する定

時株主総会において分配可能額から

配当しまたは支払うことを決定した

金額及び強制取得日が属する事業年

度において既に強制取得が実行また

は決定された金額（他の種類の株式

の取得金額を含む。）の合計額を控

除した金額を限度とする。

 第12条の11（種類株主総会）

 当社が以下に掲げる行為を行う場合

において、当該行為につき優先株主

による種類株主総会の決議を要しな

い。

 

 

（新   設） 

(1) 定款変更（株式の種類の追加、

株式の内容の変更または発行可

能株式総数もしくは発行可能種

類株式総数の増加に関するもの

を除く。）

 (2) 株式の併合または分割

 (3) 株式の株主割当てまたは無償割

当て

 (4) 新株予約権の株主割当てまたは

無償割当て

 第12条の12（譲渡制限）

 

（新   設） 

優先株式の譲渡または取得について

は、優先株主または取得者は当社取

締役会の承認を受けなければならな

い。

第３章 株 主 総 会 第３章 株主総会及び種類株主総会

第13条（株主総会の招集） 第13条（株主総会の招集） 

定時株主総会は毎年５月にこれを招

集し、臨時株主総会は必要に応じて

これを招集する。 

定時株主総会は毎年５月にこれを招

集し、臨時株主総会は必要に応じて

これを招集する。 

（新   設） ２．種類株主総会は、その必要がある場

合に随時これを招集する。

 

 

（新   設） 

３．当会社は、株主総会参考書類、計算

書類、連結計算書類及び事業報告書

に記載または表示すべき事項に係る

情報について、法務省令の定めると

ころに従いインターネットで開示す

ることができる。

第14条（招集権者及び議長） 第14条（招集権者及び議長） 

株主総会は法令に別段の定めある場

合を除き取締役会の決議に基づき取

締役社長が招集し議長となる。 

株主総会（種類株主総会を含む。以

下本章において同じ。）は法令に別

段の定めある場合を除き取締役会の

決議に基づき取締役社長が招集し議

長となる。 

２．取締役社長に事故があるときは取締

役会の決議をもって予め定めた順序

により他の取締役がこれに当る。 

２．取締役社長に事故があるときは取締

役会の決議をもって予め定めた順序

により他の取締役がこれに当る。 

第15条（決議方法） 第15条（決議方法） 

株主総会の決議は、法令または定款

に別段の定めがある場合を除き、出

席した議決権を行使することができ

る株主の有する議決権の過半数をも

ってこれを行う。 

株主総会の決議は、法令または定款

に別段の定めがある場合を除き、出

席した議決権を行使することができ

る株主の有する議決権の過半数をも

ってこれを行う。 



現 行 定 款 変 更 案 

２．会社法第309条第２項に定める特別決

議は、定款に別段の定めがある場合

を除き、議決権を行使することがで

きる株主の議決権の３分の１以上を

有する株主が出席し、その議決権の

３分の２以上をもってこれを行う。

２．会社法第309条第２項及び第324条第

２項に定める特別決議は、定款に別

段の定めがある場合を除き、議決権

を行使することができる株主の議決

権の３分の１以上を有する株主が出

席し、その議決権の３分の２以上を

もってこれを行う。 

第16条（議決権の代理行使） 第16条（議決権の代理行使） 

株主または代理人をもって議決権を

行使することができる。但し、代理

人は当会社の株主に限る。 

株主または代理人１名をもって議決

権を行使することができる。但し、

代理人は当会社の株主に限る。 

２．株主または代理人は当会社に対し株

主総会ごとに委任状を提出すること

を要する。 

２．株主または代理人は当会社に対し株

主総会ごとに委任状を提出すること

を要する。 

第17条（議事録）  

株主総会の議事の経過の要領及びそ

の結果ならびにその他法令に定める

事項については、議事録に記載また

は記録する。

 

（削   除） 

第18条～第28条（省 略） 第17条～第27条（現行のとおり） 

第29条（議事録）  

取締役会の議事の経過の要領及びそ

の結果ならびにその他法令に定める

事項については、議事録に記載また

は記録し、出席した取締役及び監査

役がこれに記名捺印または電子署名

をする。

 

 

（削   除） 

第30条（省 略） 第28条（現行のとおり） 

 第29条（社外取締役の責任免除）

 

 

 

 

（新   設） 

当会社は、社外取締役との間で、会

社法第423条第１項の賠償責任につ

いて法令に定める要件に該当する場

合には、賠償責任を限定する契約を

締結することができる。ただし、当

該契約に基づく賠償責任の限度額

は、5,000,000円以上であらかじめ定

めた金額と法令の定める最低責任限

度額とのいずれか高い金額とする。

第31条～第35条（省 略） 第30条～第34条（現行のとおり） 

第36条（議事録）  

監査役会の議事の経過の要領及びそ

の結果ならびにその他法令に定める

事項については、議事録に記載また

は記録し、出席した監査役がこれに

記名捺印または電子署名する。

 

 

（削   除） 

第37条～第38条（省 略） 第35条～第36条（現行のとおり） 

 第37条（社外監査役の責任免除）

 

 

 

 

（新   設） 

当会社は、社外監査役との間で、会

社法第423条第１項の賠償責任につ

いて法令に定める要件に該当する場

合には、賠償責任を限定する契約を

締結することができる。ただし、当

該契約に基づく賠償責任の限度額

は、5,000,000円以上であらかじめ定

めた金額と法令の定める最低責任限

度額とのいずれか高い金額とする。

第39条～第41条（省 略） 第38条～第40条（現行のとおり） 



現 行 定 款 変 更 案 

 第41条（会計監査人の責任免除）

 

 

 

 

（新   設） 

当会社は、会計監査人との間で、会

社法第423条第１項の賠償責任につ

いて法令に定める要件に該当する場

合には、賠償責任を限定する契約を

締結することができる。ただし、当

該契約に基づく賠償責任の限度額

は、50,000,000円以上であらかじめ

定めた金額と法令の定める最低責任

限度額とのいずれか高い金額とす

る。

第42条（省 略） 第42条（現行のとおり） 

第43条（期末配当） 第43条（剰余金の配当等） 

期末配当は、事業年度末日の株主名

簿に記載または記録された株主また

は登録株式質権者に対し、支払う。

当会社は、取締役会の決議によって、

会社法第459条第１項各号に掲げる

事項を定めることができる。

 ２．当会社は、期末配当については毎年

２月末日最終、中間配当については

毎年８月31日最終の株主名簿に記載

または記録された株主または登録株

式質権者に対して、金銭による剰余

金の配当を行うことができる。 

第44条（中間配当）  

当会社は、取締役会の決議によって、

毎年８月31日の最終の株主名簿に記

載または記録された株主または登録

株式質権者に対し、会社法第454条第

５項に定める剰余金の配当（以下「中

間配当」という。）をすることがで

きる。

 

 

（削   除） 

第45条（配当金の除斥期間等） 第44条（配当金の除斥期間等） 

期末配当金及び中間配当金は、その

支払開始の日から満３年を経過した

ときは、当会社は支払の義務を免れ

る。 

期末配当金及び中間配当金（優先配

当金及び優先中間配当金を含む。）

は、その支払開始の日から満３年を

経過してもなお受領されないとき

は、当会社は支払の義務を免れる。 

２．前項の金銭には、利息をつけない。 ２．前項の金銭には、利息をつけない。 

 


